平成２２年度青森県コミュニティ運動推進協会顕彰実施要領
第１　趣旨
「生きがい」・「ゆとり」・「潤い」などを実感できる住みよい地域社会は、人々が触れ合い、認め合い、支え合う中で築かれるものであり、子どもからお年寄りまで誰もがその活動に参加できるコミュニティを通して作り上げていくことがもっとも大切です。
そこで、ふるさとづくり活動の一層の推進を図るため、県内各地の積極的な取組みを顕彰し、さらなる活動への活力としていただくことを願うものです。
第２　主催等
主催　財団法人青森県コミュニティ運動推進協会
後援　青森県・青森県教育委員会・青森放送・青森テレビ・青森朝日放送

（予定）青森ケーブルテレビ・東奥日報社・陸奥新報社・デーリー東北新聞社

朝日新聞青森総局・読売新聞社・毎日新聞社青森支局
　　　　特定非営利活動法人青森県ふるさとづくりプラットフォーム機構
第３　顕彰の対象となる取組み
町内会、自治会、コミュニティ協議会等の住民組織、市民活動団体、ＮＰＯ法人及び民間企業が実施する「ふるさとづくり」を目的とした次のようなコミュニティ運動の取組みを対象とする。
(1) 生活環境改善（消費者）活動
(2) 青少年健全育成活動
(3) 清掃活動、美化活動
(4) 防犯防火活動
(5) 交通安全活動
(6) 文化・交流活動（スポーツ、レクリエーション活動、文化活動、祭り運営）
(7) 地域福祉活動
(8) まちづくり活動

(9) ＮＰＯ法人の活動
(10) 民間企業の社会貢献活動
第４　顕彰内容
顕彰は、次に掲げる賞を授与することにより行う。
(1) 青森県ふるさとづくり活動理事長賞　
１点（賞状、副賞として１０万円を贈呈）

(2）青森県ふるさとづくり活動奨励賞　
１０点以内（賞状、副賞として５万円を贈呈）
第５　顕彰基準 
顕彰は、顕彰内容に応じ、次に掲げる基準を満たすものについて行う。
(1) 青森県ふるさとづくり活動理事長賞
ア　地域社会への貢献度
イ　独創性
ウ　模範性
エ　継続性・発展性
オ　住民参加
 (2) 青森県ふるさとづくり活動奨励賞
          (1)の基準は満たさないものの、ふるさとづくりの観点からその活動を奨励するの
が適当であるもの。　　

第６　顕彰の選考方法
顕彰の選考は、審査会での書類審査を経て、財団法人青森県コミュニティ運動推進協会理事長が決定する。
第７　応募方法及び応募先
応募は、団体の自薦、及び市町村等からの推薦により行うものとする。
応募する団体は応募用紙（別記１）を応募用紙作成のポイント（別記２）を参考に作成の上、次のあて先に応募するものとする。
〒030-0801　青森市新町２丁目６番２５号　２F　

特定非営利活動法人　青森県ふるさとづくりプラットフォーム機構
　　　当法人ホームページにも応募案内を載せております。

　　　ホームページアドレス　　http://www.a-furusato.net/


第８　応募の締切　　　平成２２年９月１８日（土）　必着
第９　審査結果の発表及び表彰
審査結果は、推薦市町村及び受賞団体に通知する。

受賞団体の表彰については、第６回北４１°未来ふるさとづくりフォーラム
（１１月６日予定）で行う。　
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